
宗像市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を

改正する告示 

 

 宗像市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成１５年宗像市

告示第１０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項及び第２項中「第１学年又は第２学年」を「第１学

年、第２学年又は第３学年」に改める。 

 第３条に次の１項を加える。 

３ 前２項の場合において、次の各号に掲げる場合の補助限度額は、

当該各号に定める額とする。 

（１） 年度途中に入園又は退園した場合 別表第１又は別表第２

により算定した額に、保育料の支払月数に３を加えた数を乗じ

て、１５で除して得た額（その額に百円未満の端数が生じたと

きは、これを四捨五入して得た額） 

（２）保護者が私立幼稚園に支払う保育料及び入園料の合計額が補

助限度額に満たない場合 当該保育料及び入園料の合計額 

 第４条第１項中「６月３０日までに」を削る。 

 第６条第１項中「変更承認申請書を市長に提出し、その」を「市

長の」に改め、同条第２項中「変更を」を「変更が適当と」に改め、

「変更承認通知書により」を削る。 

 第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条を第８条とする。 

別表第１小学校の第１学年又は第２学年の兄又は姉を有しない園

児の場合の項中「第１学年又は第２学年」を「第１学年、第２学年

又は第３学年」に改め、 

「 

１４１，９００円 １８５，０００円 ２５７，０００円 

１０７，６００円 １６２，０００円 ２５０，０００円 

８１，７００円 １４３，０００円 ２４５，０００円 

５７，５００円 １２７，０００円 ２４０，０００円 

                             」 

を 

「 

１４６，２００円 １９０，０００円 ２６０，０００円 

１１０，８００円 １６５，０００円 ２５３，０００円 

８４，２００円 １４６，０００円 ２４８，０００円 

５９，２００円 １２９，０００円 ２４３，０００円 

に改める。 

別表第１備考２を同表備考３とし、同表備考１の次に次のように

加える。 

２ 保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園

施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒

障害児短期治療施設通所部に通う又は児童デイサービスを利用す

る就学前児童の兄又は姉を有する園児については、該当する兄又

は姉の人数に応じて第２子又は第３子以降に適用する。 
 別表第１備考に次のように加える。 
４ この表における「市民税」とは、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定により計算して得られる市町村民税をいう。た

だし、当該市町村民税の計算に当たっては、地方税法附則第５条

資料６ 



の４の規定の適用前の額とする。 

別表第２小学校第１学年又は第２学年の兄又は姉を有する園児の

場合の項中「第１学年又は第２学年」を「第１学年、第２学年又は

第３学年」に改め、 

「 

１５７，０００円 １７１，０００円 

１２６，０００円 １４４，０００円 

１０３，０００円 １２３，０００円 

８１，０００円 １０４，０００円 

                             」 

を 

「 

１６２，０００円 １７６，０００円 

１２９，０００円 １４７，０００円 

１０６，０００円 １２６，０００円 

８３，０００円 １０６，０００円 

                             」 

に改める。 

別表第２備考２を同表備考３とし、同表備考１の次に次のように

加える。 

２ 保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園

施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒

障害児短期治療施設通所部に通う又は児童デイサービスを利用す

る就学前児童の兄又は姉を有する園児については、第３子以降に

適用する。 
 別表第２備考に次のように加える。 
４ この表における「市民税」とは、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定により計算して得られる市町村民税をいう。た

だし、当該市町村民税の計算に当たっては、地方税法附則第５条

の４の規定の適用前の額とする。 

   附 則 

 この告示は、平成２０年４月１日から適用する。 


